
 

 

貝塚市病院事業公告第３号 

 

公募型プロポーザルを下記のとおり執行する。 

 

令和8年５月1８日 

 

貝塚市病院事業管理者  永野 浩昭 

 

１ プロポーザルに付する事項 

（１）業 務 名  市立貝塚病院 経営検証業務 

（２）業務場所  貝塚市畠中１丁目１７番１号 貝塚市役所 

           貝塚市堀３丁目１０番２０号 市立貝塚病院 

  

２．プロポーザル応募資格 

   次の要件をすべて満たす事業者とする。 

（１）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当しないこと。 

（２）法人税、消費税及び地方税を滞納していないこと。 

（３）貝塚市内の本店、支店、営業所等で申請登録する場合は、市税を滞納していないこと。 

（４）貝塚市入札参加停止措置を受けていないこと。 

（５）会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申し立て及び民事再生法（平成 

11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申し立てがなされていない事業者であること。 

（６）自社若しくは自社の役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第２条第２号に掲げる暴力団、同条第６号に掲げる暴力団員又は貝塚市暴力団排除条例

施行規則（平成24年6月25日規則第18号）第3条各号に掲げる者のいずれにも該当しないこと。 

（７）２００床以上の病院において、経営に係るコンサルティング業務の実績があること。 

（８）本業務を履行し得る十分な能力及び経験を有する次の人材を適正に配置できること。（複数人で

満たす場合も可とする。） 

ア 病院事業に関するアドバイザリー業務の実績を有する者  

イ 公認会計士の資格を有する者 

ウ 地方公営企業会計基準及び公立病院に係る地方財政制度に精通した者 

 

３．契約条項掲示場所 

  市立貝塚病院 総務課内 

 

４．応募受付期間 

令和８年５月１８日（月）から令和８年５月２７日（水）午後５時まで 

 



５．応募受付窓口 

   市立貝塚病院総務課 

 

６．プレゼンテーション日 

    日時   令和８年６月１９日（金）午前 

    場所   貝塚市役所３階公房会議室A 

 

８．無効となるプロポーザル該当事項 

    提案書等に虚偽の記載があった場合。 

 

９．提出すべき書類 

（１）参加申込書（様式第1号） 

（２）実績届（様式第2号） 

（３）会社概要 

（４）提案書提出届（様式第 3号） 

（５）見積書 

（６）提案書 

 

 


